
小城市協働のまちづくり推進事業補助金交付要綱 

 

平成 23 年３月 31 日 

告示第 22 号 

改正 平成 26 年３月 31 日告示第 28 号 

 

 小城市協働支援事業補助金交付要綱(平成 20 年小城市告示第 18 号)の

全部を改正する。 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、市民、企業及び行政の協働による地域コミュニティの

活性化及び特色あるまちづくりの推進を目的として、市民の自主的か

つ主体的な協働によるまちづくりを推進するため、市民及びＣＳＯ等

に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助

金に関しては、小城市補助金等交付規則（平成17年小城市規則第39号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示に定めるところ

による。 

(定 義 ) 

第 ２ 条  こ の 告 示 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 

当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) ＣＳＯ 市民社会組織の略称で、ＮＰＯ、市民活動を行ってい

る団体、ボランティア組織等の志縁組織及び自治会、婦人会、老人

クラブ、ＰＴＡ等の地縁組織をいう。 

(２ ) 市 民 活 動  自 ら が 住 ん で い る 地 域 に 関 心 を 持 ち 、生 活

の 質 等 を 高 め る た め に 地 域 課 題 解 決 に 向 け 自 発 的 に 行 う

活 動 を い う 。  

  (３ ) 市 民  市 内 に 居 住 す る 者 及 び 市 内 に 在 勤 又 は 在 学 す

る 全 て の 者 を い う 。  

  (４ ) Ｃ Ｓ Ｏ 等  ５ 人 以 上 で 組 織 さ れ る Ｃ Ｓ Ｏ 及 び 企 業  

(５ ) 市 民 協 働 を す す め る た め の 行 動 指 針（ 以 下「 指 針 」と  

  い う 。） 市 に お け る 協 働 を 進 め て い く た め の 方 針 を 示 す  

  も の で 別 に 定 め る も の 。  



（補助事業及び補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）及

び補助金の交付を受けることができるもの（以下「補助対象者」とい

う。）は、次のとおりとする。 

補助事業 内容 補助対象者 

地域リーダー及びコー

ディネーター育成事業 

国、地方公共団体、Ｎ

ＰＯ等が主催、共催又

は後援する研修等へ

参加する活動 

市内で活動しているＣ

ＳＯに属している市民 

活動力アップ支援事業 地域での諸課題の解

決のため、ＣＳＯ等が

自主的に協働による

まちづくりに寄与す

る事業 

構 成 員 の 過 半 数 が

市 民 で 組 織 さ れ る

Ｃ Ｓ Ｏ 等  

２ 前項に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業については、

補助の対象とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当

する場合は、補助の対象としない。 

 (１)  物品販売等の営利活動、政治活動又は宗教活動を主たる目的

とするもの 

(２)  その趣旨及び内容について市が補助する他の補助金の対象と

認められるもの 

 (３) 活動力アップ支援事業に関するもので、その主たる活動の場所

が市外であるもの 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象経費は、別表第１のとおりとする。この場合 

において、事業収益金その他の収入が見込まれるときは、補助対象経 

費から当該収入を控除した額とする｡ 

（補助率及び補助回数） 

第５条 補助金の交付対象経費に対する補助率及び補助回数は、別表第

２のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。 



２ 補助金の額は、交付決定額を上限とする。 

 （補助金の交付申請） 

第６条 規則第３条第１項に規定する補助金等交付申請書は、様式第１

号のとおりとする。 

２ 前項の補助金等交付申請書の提出部数は、１部とする。 

（補助金の交付の条件） 

第７条 規則第５条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に

掲げるとおりとする。 

(１) 規則及びこの告示の規定に従うこと。 

(２) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書

類を整備し、補助事業完了後５年間保管すること。 

(３) 指針に定める基本原則を理解し、事業実施にあたること。 

（実績報告） 

第８条 規則第 13 条に規定する実績報告書は、様式第２号のとおりとす

る。 

２ 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から 30 日以内又は補

助金交付の決定に係る年度の３月 31 日のいずれか早い日とし、その

提出部数は、１部とする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成23年４月１日から施行する。 

 （小城市ムーンファンタジア in 三日月事業補助金交付要綱及び小城市

ムツゴロウ王国夏まつり事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 次に掲げる告示は、廃止する。 

(１) 小城市ムーンファンタジア in 三日月事業補助金交付要綱（平成

20 年小城市告示第 29 号） 

(２) 小城市ムツゴロウ王国夏まつり事業補助金交付要綱（平成 20 年小

城市告示第 30 号） 

附 則（平成 26 年３月 31 日告示第 28 号） 

 この告示は、平成26年４月１日から施行する。 
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別表第１(第４条関係)                                        

対象経費 備 考 

報 償 費 
講師謝礼、外部協力者に対する謝金、入賞賞品等参

加者に渡す現金、金品、物品等に要する経費など 

旅 費 

地域リーダー及びコーディネーター育成事業につい

ては、研修会等参加に係る交通費及び宿泊費。 

活動力アップ支援事業については、講師等の招致に

係る旅費及び事前打ち合わせにおける相互間（主催

者、講師及び出演者等）の派遣費用。 

 ただし、旅費及び派遣費用については、小城市職

員等の旅費に関する条例（平成 17 年小城市条例第 43

号）に基づく金額を限度とする。 

需 用 費 

消耗品、燃料費、印刷製本費、光熱水費など  

食糧費（弁当代）は、開催日当日の講師、出演者及

び事業活動者を対象とし、１人あたり 500 円を限度

とする。 

食糧費（飲料代）は、開催日当日の講師、出演者､事

業活動者及び開催に向けた会議出席者を対象とし、

１人あたり 120 円を限度とする。 

役 務 費 

通信運搬費（郵便、電信、電話料、荷物の運搬に要

する経費）、広告料（テレビ、ラジオ又は新聞雑誌上

で行う宣伝広告費）、手数料、保険料など 

委 託 料  機器設置料など 

使用料及び賃借料 会場借上料､機器使用料など                                       

負 担 金 
地域リーダー及びコーディネーター育成事業につい

ては、研修等参加のための負担金 

  

 

 

 

 

 



別表第２（第５条関係） 

 補助事業 補助率 補助限度額 補助回数 

地域リーダー及び 

コーディネーター 

育成事業 

  

補助対象経費のうち 

参加者が負担する額の 

10 分の 9 以内 

１人につき 

５万円 

 

１年度あたり１人１

回とし、通算２回まで

とする。 

活動力アップ支援事業 

 １

回

目 

補助対象経費の 

10 分の 9 以内 

１団体につき 

15 万円 

 

 

１年度あたり１団体

１事業とし、通算３回

までとする。複数年に

わたる補助を希望す

る場合は、初年度申請

時にあらかじめその

旨を事業計画に明記

するものとする。 

ただし、２回目又は３

回目についてもその

都度申請するものと

する。 

２

回

目 

補助対象経費の 

10 分の 7 以内 

１団体につき 

13 万円 

 

 

３

回

目 

補助対象経費の 

10 分の 5 以内 

１団体につき 

10 万円 

 

 

市長が特に必要と認め 

る事業 

その都度市長が決定する｡ 

 

 

 

 

 

 

 


